
 

一 

年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
比
表 

目
次 

○ 
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
十
四
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二 

○ 

年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第 

 
 

号
）
（
抄
）
（
附
則
関
係
）
・
・
・
・
・
・
四 

  
 



  

二 

○ 

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
十
四
条
関
係
）
（
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
修
正
部
分
、
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２ 

手
当
は
、
受
給
資
格
者
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し

な
い
。 

 

一 

国
民
年
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
障
害
基
礎

年
金
そ
の
他
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
政
令

で
定
め
る
給
付
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
基
礎

年
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
同
法
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金

法
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金
以
外
の
公
的
年

金
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。
た
だ

し
、
そ
の
全
額
に
つ
き
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ

て
い
る
と
き
を
除
く
。 

 

二 

（
略
） 

３ 

手
当
は
、
受
給
資
格
者
が
障
害
基
礎
年
金
等
の

第
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２ 

手
当
は
、
受
給
資
格
者
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し

な
い
。 

 

一 

国
民
年
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
障
害
基
礎

年
金
そ
の
他
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
政
令

で
定
め
る
給
付
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
基
礎

年
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
同
法
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金

法
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金
以
外
の
公
的
年

金
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。
た
だ

し
、
そ
の
全
額
に
つ
き
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ

て
い
る
と
き
を
除
く
。 

 

二 

（
略
） 

３ 

手
当
は
、
受
給
資
格
者
が
障
害
基
礎
年
金
等
の

第
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２ 

手
当
は
、
受
給
資
格
者
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し

な
い
。 

 

一 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
三

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
に
よ

る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
に
基
づ
く
老
齢
福

祉
年
金
以
外
の
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
。
た
だ
し
、
そ
の
全
額
に
つ

き
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
を
除

く
。 

    

二 

（
略
） 

（
新
設
） 



 

三 

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
（
そ
の
全
額

に
つ
き
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
を

除
く
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
障
害
基
礎
年
金
等
の
給
付
（
子
を
有
す
る
者

に
係
る
加
算
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
額
に
相

当
す
る
額
を
支
給
し
な
い
。 

４ 

第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
前
項
の

政
令
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
監
護
等
児
童
が

二
人
以
上
で
あ
る
受
給
資
格
者
に
支
給
さ
れ
る

手
当
の
額
が
監
護
等
児
童
が
一
人
で
あ
る
受
給

資
格
者
に
支
給
さ
れ
る
手
当
の
額
を
下
回
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
（
そ
の
全
額

に
つ
き
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
を

除
く
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
障
害
基
礎
年
金
等
の
給
付
（
子
を
有
す
る
者

に
係
る
加
算
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
額
に
相

当
す
る
額
を
支
給
し
な
い
。 

（
新
設
） 

 

  

 
 

 

     
 



  

四 

○ 

年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第 

 
 

号
）
（
抄
）
（
附
則
関
係
） 

（
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
修
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
国
民
年
金
法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
四
条
中

厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
条
の
十
第
一
項

の
改
正
規
定
（
同
項
第
十
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
同
法
附
則
第
二

十
三
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
規
定
、
第
十
一
条
の
規
定

（
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
規
定
（
第
六
号

に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
十
条
中
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
三
十
六
条
第

二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
二
十
一
条
中
確
定
拠
出
年
金
法
第
四
十
八

条
の
三
、
第
七
十
三
条
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、

第
二
十
四
条
中
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
八
条
第
三
項

の
表
改
正
後
確
定
拠
出
年
金
法
第
四
十
八
条
の
二
の
項
及
び
第
四
十
条
第

八
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
九
条
中
健
康
保
険
法
附
則
第
五
条
の
四
、
第

五
条
の
六
及
び
第
五
条
の
七
の
改
正
規
定
、
次
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
国
民
年
金
法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
四
条
中

厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
条
の
十
第
一
項

の
改
正
規
定
（
同
項
第
十
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
同
法
附
則
第
二

十
三
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
規
定
、
第
十
一
条
の
規
定

（
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
規
定
（
第
六
号

に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
十
条
中
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
三
十
六
条
第

二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
二
十
一
条
中
確
定
拠
出
年
金
法
第
四
十
八

条
の
三
、
第
七
十
三
条
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、

第
二
十
四
条
中
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
八
条
第
三
項

の
表
改
正
後
確
定
拠
出
年
金
法
第
四
十
八
条
の
二
の
項
及
び
第
四
十
条
第

八
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
九
条
中
健
康
保
険
法
附
則
第
五
条
の
四
、
第

五
条
の
六
及
び
第
五
条
の
七
の
改
正
規
定
、
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十



 

五 

で
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
、
附
則
第
四
十
二
条
中
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
次
号
及
び
附

則
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
国
民
年

金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
条
及
び
第
六
十
四
条
の
改
正
規
定
、

附
則
第
五
十
五
条
中
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生

年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十

三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
三
条

第
三
項
、
第
三
十
六
条
第
六
項
、
第
六
十
条
第
六
項
及
び
第
八
十
五
条
の

改
正
規
定
、
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
、
附
則
第
九
十
五
条
中
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
別
表
第
二
の
百
七
の
項
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
九
十
七
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二
～
七 

（
略
） 

 

八 

第
四
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
二
条
並

び
に
附
則
第
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
九
条
の
規
定
、
第
十
五
条
中
国

家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
条
、
第
七
十
二

条
、
第
百
二
条
の
二
及
び
第
百
二
十
五
条
か
ら
第
百
二
十
六
条
の
二
ま
で

並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
条
の
六
第
一
項
の
改
正

規
定
、
第
十
七
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、

第
四
十
三
条
、
第
七
十
四
条
、
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
一
条

か
ら
第
百
四
十
二
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
四
十
条
の
三
の
二
の
改
正
規

二
条
の
規
定
、
附
則
第
四
十
二
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
次
号
及
び
附
則
第
四
十
二
条
か

ら
第
四
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
二
十
条
及
び
第
六
十
四
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
五
十
五

条
中
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十

六
条
第
六
項
、
第
六
十
条
第
六
項
及
び
第
八
十
五
条
の
改
正
規
定
、
附
則

第
五
十
六
条
の
規
定
、
附
則
第
九
十
五
条
中
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
別
表
第
二
の
百
七
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則

第
九
十
七
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二
～
七 

（
略
） 

 

八 

第
四
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
二
条
並

び
に
附
則
第
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
九
条
の
規
定
、
第
十
五
条
中
国

家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
条
、
第
七
十
二

条
、
第
百
二
条
の
二
及
び
第
百
二
十
五
条
か
ら
第
百
二
十
六
条
の
二
ま
で

並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
条
の
六
第
一
項
の
改
正

規
定
、
第
十
七
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、

第
四
十
三
条
、
第
七
十
四
条
、
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
一
条

か
ら
第
百
四
十
二
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
四
十
条
の
三
の
二
の
改
正
規



  

六 

定
、
第
十
九
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
改
正

規
定
、
第
二
十
三
条
の
規
定
、
第
二
十
九
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
次
条
第
六
項
並
び
に
附
則
第
十
四
条
、
第
十
九

条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定 

令
和
四
年
十
月
一
日 

 

九
～
十
一 

（
略
） 

 

（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
公
的
年
金
制
度
を
長

期
的
に
持
続
可
能
な
制
度
と
す
る
取
組
を
更
に
進
め
、
社
会
経
済
情
勢
の
変

化
に
対
応
し
た
保
障
機
能
を
一
層
強
化
し
、
並
び
に
世
代
間
及
び
世
代
内
の

公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
的
年
金
制
度
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
制

度
に
つ
い
て
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
六
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
公
的
年
金
制
度
の
所
得
再
分
配
機
能
の
強
化
そ
の

他
必
要
な
事
項
（
次
項
及
び
第
四
項
に
定
め
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
検
討
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
民
年
金
法
第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
に
お
い
て
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
期
間
の
見
通
し
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
四

定
、
第
十
九
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
改
正

規
定
、
第
二
十
三
条
の
規
定
、
第
二
十
九
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
次
条
第
三
項
並
び
に
附
則
第
十
四
条
、
第
十
九

条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定 

令
和
四
年
十
月
一
日 

 

九
～
十
一 

（
略
） 

 

（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
公
的
年
金
制
度
を
長

期
的
に
持
続
可
能
な
制
度
と
す
る
取
組
を
更
に
進
め
、
社
会
経
済
情
勢
の
変

化
に
対
応
し
た
保
障
機
能
を
一
層
強
化
し
、
並
び
に
世
代
間
及
び
世
代
内
の

公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
的
年
金
制
度
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
制

度
に
つ
い
て
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
六
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
公
的
年
金
制
度
の
所
得
再
分
配
機
能
の
強
化
そ
の

他
必
要
な
事
項
（
次
項
に
定
め
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   



 

七 

条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
期
間
の
見
通
し
と
比
較
し
て
長
期
化
し
、
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
二

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
て

得
た
額
の
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
対
す
る
比
率
に
占
め
る
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
部
分
に
係
る
も
の
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

政
府
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
に
占
め
る
雇
用
者
の
割
合
の
増
加

の
状
況
、
雇
用
に
よ
ら
な
い
働
き
方
を
す
る
者
の
就
労
及
び
育
児
の
実
態
等
を

踏
ま
え
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
の
育
児
期
間
に
係
る
保
険
料
負
担
に

対
す
る
配
慮
の
必
要
性
並
び
に
当
該
育
児
期
間
に
つ
い
て
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
内
容
及
び
財
源
確
保
の
在
り
方
等
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

政
府
は
、
国
民
が
高
齢
期
に
お
け
る
所
得
の
確
保
に
係
る
自
主
的
な
努
力
を

行
う
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
支
援
を
公
平
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

等
そ
の
充
実
を
図
る
観
点
か
ら
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
及
び
国
民
年
金
基
金

の
加
入
の
要
件
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
係
る
拠
出
限
度
額
及
び
中
小
事
業

主
掛
金
を
拠
出
で
き
る
中
小
事
業
主
の
範
囲
等
に
つ
い
て
、
税
制
上
の
措
置
を

含
め
全
般
的
な
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

６ 

政
府
は
、
前
条
第
八
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、

当
該
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
確
定
拠
出
年
金
法
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案

      

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

      

３ 

政
府
は
、
前
条
第
八
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、

当
該
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
確
定
拠
出
年
金
法
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案



  

八 

し
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

 

し
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

 

 
 

  


